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　令和２年度第１回

　高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会 資料１
令和２年６月２５日  

 

高松市高齢者保健福祉計画の位置付けと策定スケジュール 

（１）計画策定の根拠と計画期間 

この計画は、老人福祉法の規定に基づく「老人福祉計画」と、介護保険法の規定に基づく「介

護保険事業計画」を「高齢者保健福祉計画」として、一体的に策定するものです。 

 

老人福祉法 

第20条の 8第 1項 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画

（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。 

老人福祉法 

第20条の 8第 7項 

市町村老人福祉計画は、介護保険法第 117条第 1項に規定す

る市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなけれ

ばならない。 
  

介護保険法 

第117条第 1項 

市町村は、基本指針に即して、3年を 1期とする当該市町村が

行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以

下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。 

介護保険法 

第117条第 4項 

 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第 20 条の 8 第 1 項

に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されな

ければならない。 

 

また、「介護保険事業計画」については、第 6 期から「地域包括ケア計画」として位置付け

られており、2025年までの各計画期間を通じて、地域包括ケアシステムを段階的に構築する

こととされています。 

このようなことから、本市においては、20２１（令和３）年度から 202３年度までの 3年

間を計画期間とする第８期計画を、地域包括ケアシステムの構築に向けた「発展期」の計画と

して位置付けます。 
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（２）他の計画との関係 

 

この計画は、高松市の最上位計画である 

「第 6 次高松市総合計画」の分野別計画 

であり、本市の高齢者福祉・介護保険事業 

の総合的な計画です。 

 老人福祉法第２０条の８第 8項の規定に 

あるとおり、高松市地域福祉計画のほか、 

その他の法律の規定による計画で、老人の 

福祉に関する事項を定めるものとも調和が 

保たれたものでなければなりません。 

また、国及び県の関連計画等とも整合性 

をとりながら、施策を総合的かつ計画的に 

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市地域福祉計画 
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地域福祉の理念 

共有 

第６次高松市総合計画 
（2016～2023） 

〈高松市のその他の計画〉 

○データヘルス計画（高松市国民

健康保険及び介護保険の保険給

付費適正化計画） 

〈国の計画等〉 

○介護保険事業に係る保険給付の円滑な

実施を確保するための基本的な指針 

○健康日本21（第 2次） 

○高齢社会対策大綱 

○認知症施策推進大綱 

 

〈香川県の計画等〉 

○香川県高齢者保健福祉計画 

○香川県保健医療計画（地域医療構想） 


